
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※下記の条件等は令和７年 10月 1日のものです。なお、実際の利率は、融資決定時点のものとなります。 

マル経融資（小規模事業者経営改善資金） 
商工会の経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を 

無担保・無保証人でご利用できる制度です。 

資金の使いみち 運転資金 設備資金 

融資限度額 2,000 万円 

ご返済期間（うち据置期間） 10 年以内（２年以内） 

利率（年） 2.00 ％ ※令和７年 10月 1日現在 

保証人・担保 保証人、担保は不要。ご利用にあたっては、商工会会長の推薦が必要です。 
 

 

 

相談会日程（事前予約制） 

令和７年 

   

   

   

    

   

   
 

相談を希望される方は、最寄りの商工会までお問い合せください。 

内   郷/☎26-1256  遠 野 町/☎89-2174  田 人 町/☎69-2520  好 間 町/☎36-3133 

小 川 町/☎83-0133  三 和 町/☎86-2153  四 倉 町/☎32-2900  久之浜町/☎82-3131 
  

必要書類 ・直近の決算書及び申告書 2 期分 / 直近の試算表 

・設備資金の場合は見積書 ※その他の書類の提出をお願いする場合もあります。    

いわき地区商工会広域連携協議会 

 

 


